
ア の書き方

★あなたの氏名、住所を記入してください。

イ の書き方

※この記載例は、

 所得金額調整控除がある場合の記載例です。

 あなたが所得金額調整控除に該当するかは、

 エ の①にて確認してください。

①あなたの本年中の収入金額
直近の源泉徴収票や給与明細を参考に、見積もった令和４年中の給与収入金額(給与を２か所以上から
受けている場合には、その合計額）を記載してください。

②あなたの本年中の所得金額
①に記載した金額を基に、資料Ｂ-①裏面の給与所得の計算表を使用して所得金額を計算し、
②に記載してください。
※(2)給与所得以外の所得の合計額については、国税庁ホームページの「給与所得以外の所得の種類等」をご確認ください。

③控除額の計算
②で計算した合計額を基に、「判定」欄の該当箇所にチェックを付け、判定結果に対応する控除額を
「基礎控除の額」欄に記載してください。

④区分Ⅰ（配偶者控除 または 配偶者特別控除の適用を受けようとする人のみ記載）
配偶者控除または配偶者特別控除を受けようとする人は、③でチェックを付けた「判定」欄の
判定結果に対応する記号（A～C）を記載してください。
※配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けない人は記載不要です。

資料Ｂ-②
 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方

1 / 3 ページ



ウ の書き方

①配偶者の氏名、個人番号など
配偶者の氏名、個人番号、生年月日を記載してください。
配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である配偶者」欄に〇を付け、「生計を一にする事実」
欄に送金額等を記載します。
配偶者が非居住者である場合、親族関係書類及び送金関係書類の添付等が必要です。

②配偶者の本年中の収入金額
配偶者の直近の源泉徴収票や給与明細を参考に、見積もった令和４年中の給与収入金額(給与を２か所
以上から受けている場合には、その合計額）を記載してください。

③配偶者の本年中の所得金額
②に記載した金額を基に、資料Ｂ-①裏面の給与所得の計算表を使用して所得金額を計算し、
③に記載してください。
※(2)給与所得以外の所得の合計額については、国税庁ホームページの「給与所得以外の所得の種類等」をご確認ください。

④判定および区分Ⅱ
③で計算した合計所得金額と、配偶者の生年月日を基に「判定」欄の該当箇所にチェックをつけ、
判定結果に対応する記号（①～④）を「区分Ⅱ」欄に記載してください。

⑤控除額の計算
左下「控除額の計算」の表に、区分Ⅰ（イの④）で記載した判定結果と、
区分Ⅱ（ウの④）の判定結果を当てはめ、配偶者控除額 または 配偶者特別控除額を計算します。
区分Ⅱ（ウの④）が①または②の場合は、「配偶者控除の額」欄に計算した配偶者控除額を、
区分Ⅱ（ウの④）が③または④の場合は、「配偶者特別控除の額」欄に計算した配偶者特別控除額を、
記載してください。

2 / 3 ページ



エ の書き方

①要件
該当する要件にチェックを付けてください。
なお、２つ以上の項目に該当する場合は、いずれか１つの項目にチェックを付けてください。
※あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

②☆扶養親族等
①で「同一生計配偶者が特別障害者」、「扶養親族が特別障害者」、「扶養親族が年齢２３歳未満」
のいずれかの項目にチェックを付けた場合、その要件に該当する同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、
個人番号、および生年月日等を記載します。
なお、「扶養親族が特別障害者」、「扶養親族が年齢２３歳未満」のいずれかの項目に
チェックを付けた場合で、その扶養親族が２人以上いる場合は、
いずれか１人の氏名、個人番号および生年月日等を記載してください。

③★特別障害者
「特別障害者に該当する事実」欄に、障害の状態または交付を受けている手帳などの種類と
交付年月日、障害の程度（障害の等級）などの特別障害者に該当する事実を記載します。
※特別障害者に該当する人が「扶養控除等（異動）申告書」（資料Ａ-①の書類）に記載している特別障害者と同一である場合、

 「扶養控除等申告書のとおり」にチェックを付けることで差し支えありません。

その他

記載例がない部分の記入の仕方や、不明点がある場合は、
国税庁のサイトにてご確認いただきますようお願いいたします。
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